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 このマニュアルは、突然発生する大規模な地震への対応を中心に、水害（水害、土砂災害）の際の
活用も想定しています。 

 各学区・地域でマニュアルを策定される際に参考にしていただくものです。 

 
 

  

  
  

今回の改定に当たっては、内閣府の取組指針や旧マニュアル（平成 24 年 10 月）の作成
以降、各自主防災会等で取り組まれてきたノウハウ、市内の各自主防災会や庁内の関係部
局、区・支所の意見等を踏まえ、以下の 4 点を改定方針としました。 

方針 1. 地域におけるこれまでの多様な取組の継続を前提とします。 

方針 2. 良好な生活環境の確保に向けて避難所の質を向上します。 

方針 3. 在宅避難をはじめ、多様な避難に対応した支援拠点とします。 

方針 4. 避難者みんなの協力のもと、外部支援をうまく活かし、一人一人の 
負担が少ない避難所運営を目指します。 

 

① 限られた資源（人員、物資、情報等）を有効に活用できるよう、学区等地域での支援
の中核となる「中核避難所」と「サテライト避難所」とに避難所の役割を分担 

② 大規模な地震だけではなく、頻発化、激甚化する水害・土砂災害に備えた「指定緊急
避難場所としての速やかな開設」 

③ 開設直後は受入れを優先しつつ、避難所運営が落ち着いた段階で、災害派遣医療チ
ーム（DMAT）や他都市からの応援等の外部支援も受け入れ、スフィア基準（人道憲
章と人道支援における最低基準）※に沿った「避難生活の質を確保」 

④ コロナ禍を経て概念が定着した「在宅避難」や知人宅等への「分散避難」への対応 
※ 紛争や災害の被災者が尊厳ある生活を送ること等を目的に定められた基準 

「避難所の質の向上」を考えるときの指標となる国際基準 

 

 

改定に当たって 

改定に当たってのキーワード 

避難所等の種別 
 
 ◉ 指定避難所 

 指定避難所とは、災害の危険性があり避難した方を災害の危険性がなくなるまで必要な
間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった方を一時的に滞在させるための施設
であり、災害対策基本法に基づき指定しています。 

 指定避難所は、大規模地震等により、長期の避難が必要な場合に開設します。 

◉ 指定緊急避難場所（水害・土砂災害） 
 指定緊急避難場所（水害・土砂災害）とは、水害や土砂災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合における円滑かつ迅速な避難を図る場所をいい、災害対策基本法に基づき、
災害種別ごとに指定しています。 

 このほか、京都市では、地震に伴う大規模火災の緊急避難場所を指定しています。 

◉ 地域の集合場所 
 「地域の集合場所」とは、大地震が発生した場合に、地域の皆様が互いに協力し合って、

安否確認、救出救護活動や消火活動等の必要な災害対応を組織的に実施するために集合
する場所をいい、概ね町内ごとに決めていただいています。 
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避難所開設・運営の基本方針 
 

災害発生～避難所開設・運営・撤収の流れ（地震の場合） 
  

避難準備・避難指示等～指定緊急避難場所開設・運営・撤収の流れ（水害･土砂災害の場合） 
 

１ 身の安全の確保・避難 
 

２ 避難所開設準備・開設 
 
 
 
 
 
 
 

３ 運営体制づくり 
 
 
 
 
 

４ 避難所運営 
 
 
 
 

 
 

５ 安定期以降 
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避難所開設・運営の基本方針 
 

～ 地域住民と地域コミュニティで、災害からいのちと暮らしを守る 
 支援拠点を目指して、避難所づくりに取り組みましょう ～ 

 
 
 
 
 

    

 
 避難とは、「難（災い）を避けること」。自宅が安全な場所にあり、

マンション等安全な建物であれば、事前に備蓄等を準備した上で、
自宅で「在宅避難」してください。なお、在宅避難であっても、避
難所の避難者と同様に、被災者として食料等の支援を受けることが
できます。  

 一方、自宅が危険な場合は迷わず「避難所避難」か親戚や知人宅や
ホテル等への「分散避難」を行ってください。ご自身にとって、よ
りよい「避難」を事前に想定しておいてください。（その場合、避難
先の情報は事前に地域の方々と共有しておくことが重要です） 
  

 水害・土砂災害は、台風の進路等の気象情報とハザードマップによ
り、事前にある程度危険性を想定できます。マイ・タイムライン等
で事前に避難行動を決めておきましょう。 

 自宅の災害リスクや家族の状況に応じて、高齢者等避難もしくは避
難指示の発令で速やかに避難し、危険性がなくなれば速やかに帰宅
する習慣が大切です。 

 早い段階で避難ができないときは、近隣の安
全な建物等で身を守ることも必要になります。 

 指定緊急避難場所（水害・土砂災害）として
の開設は、質よりもスピードを優先します。 

  

自宅が安全なら「在宅

避難」、危険なら「避難

所避難」か親族・知人

宅等への「分散避難」 

水害・土砂災害の時は、

事前に定めた避難先へ

早めに避難 
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 地震の際、地域での素早い助け合いを実現するため、日頃から「地

域の集合場所」を確認しておきましょう。 
 「地域の集合場所」を拠点とした安否確認、初期消火活動、救出・

救護活動を実施します。 
 避難は、原則として町内単位で行うことが、その後の迅速で円滑な

救出活動や避難所運営につながります。       
 これまでの災害事例から、大規模災害時、行政は、市職員の被災、

行政機能の低下や人命救助等の応急措置の実施等により、3 日間は
地域に入ることが難しい状況となります。行政は体制が整い次第、
支援に入りますが、救出・救護、避難所開設・運営においては、原
則として、地域で助け合い、住民で対応を図ります。 
        

     

地震の時は、「地域の

集合場所」で安否確認

し、原則、集団で避難 

３日間は、みんなで  

助け合うこと。行政は 

体制が整い次第、支援！ 
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 災害時には、けがや持病の悪化等誰もが要配慮者になる可能性があ

ります。避難所運営に当たって、高齢者、障害のある人、妊産婦、
乳幼児、子ども、外国人、性的少数者等の様々な住民がおられるこ
とを常に想定することで、みんなにやさしい避難所になります。 

 
 

地震時、「3・3・3 の原則」で速やかに避難所を開設し、災害後は速やかに撤収 
 

 地震時の災害発生から避難生活期に至るまでの時間経過と対応の目安を「３･３･３の原則」
と示しています。 

 
 
 
 
 

  

 
30    
「地域の集合場所」に
集まる！救助体制を
確保し、安否確認、救
出・救護 

 

 

 
   

避難所の 
統廃合を検討 

 

 
 
  
自身や家族の安全を確
保した上で、救出、救護
活動を継続。避難所の開
設準備 

 

 

 
全ての人の安否確認と安全
な避難を行うことが理想。
避難所運営協議会の立ち上
げやルールの設定等 

 

要配慮者にやさしい

避難所は、みんなに  

やさしい避難所 

 
     
自身の身の 
安全を確保 

 

～3 分 30 分 3 時間 3 日間 3 週間～ 
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災害発生～避難所開設・運営・撤収の流れ（地震の場合） 

自
分
の
い
の
ち
を
守
る 

発災 

避
難･

安
否
確
認 
避
難
所
開
設
・
運
営 

□ 揺れが収まるまで身を守る 
□ 家屋内にいる家族の安否確認 
□ 揺れが収まったら火元の確認 
□ 避難に向けて出口確保、通電火災予防（ブレーカーを切る）、ガスの元栓を閉める 

隣近所の確認（出火の有無、救助等の必要性の有無） 

「地域の集合場所」に集合 

避難（要配慮者等への支援を行いながら町内単位で避難） 

避難所統廃合 

閉鎖に向けた動き 

避難所運営の安定化 
□ ルールの確立 
□ 生活支援 
□ 常用医薬品の確保 
□ 居場所づくり 
□ 間仕切り等プライバシーの確保 
□ 管理（衛生、食事、健康）の徹底 
□ 相談体制の確立 
□ こころのケア（遺族含む） 

避難所運営 
□ 行政との連携体制の確立 
□ 在宅避難者への対応 

撤収 

運営体制づくり 
□ 運営協議会の設置 
□ 会議の開催 
□ 食料・飲料水等の確保 

避難所開設 

身の安全の確保 

■職員の参集 
■本部体制の確保等 

■区・支所 
 災害対策本部 
■消防 
■施設管理者等 
■その他連携 

■被災状況の把握 
■避難所開設状況の把握 
■食料、飲料水等の配分 
■福祉避難所の開設 
■死者・行方不明者への対応 
■関係機関との連絡調整等 
■運営協議会への参加 
 
 
 
 
■災害ボランティアセンタ

ーの開設準備 
■地域の担当者と連携・支援 
■ライフラインの確保・確立 

※ 3～72 時間 
（3 日）を 
めどに着手 

■り災申告の受付 
■義援金等の受付 
■相談窓口の開設等 
■家屋の応急危険度判定 
■災害ボランティアセンタ

ー開設･運営（目標） 
■施設再開へ向け準備 
■医療対応→保健・福祉対応

へ移行 
■生活衛生関係施設の状況

把握と情報提供 
 

※ 3 日～3 週間を 
めどに着手 

■学校再開へ(併存の可能
性あり) 

■本来機能の早期回復 
■緊急小口資金貸付制度

開始 
■仮設住宅建設計画の具

体化 

□ 周囲の安全に気を付け、避難に支援が
必要な方に声を掛けて一緒に「地域の
集合場所」へ移動 

○ 災害時要配慮者の救出・救助 
○ 地域内の出火確認･初期消

火、救出･救護活動、安否確
認の継続 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

〈 地域の集合場所における判断 〉 
○ 自宅に被害がある場合 

➡ 避難所へ誘導 
○ 自宅に被害がない場合 

➡ 待機後自宅等 
○ 大規模な火災等により避難

所への避難が危険な場合 
➡ 広域避難場所等へ 

○ けが人･病人の応急対応 
○ 災害時要配慮者の振り分け 
 
 
 
 
 
 

○ 災害時要配慮者への対応 
（緊急入所、福祉避難所） 

○ 町内単位の安否確認終了 
○ 1 週間をめどに安否（所在）

確認終了 

3 
分 

30 
分 

3 
時間 

24 
時間 

48 
時間 

3 
日 

1 
週間 

3 
週間 

□ 安否確認 
□ 被害状況の確認 
□ 消火･救出･救護活動 

■
災
害
現
場
対
応 

 

避難所開設準備のための開錠 
□ 受入準備（安全点検等） 
□ トイレの確保 
（携帯トイレ（凝固剤）等も活用） 

□ 開設・受付開始 
（避難者数把握（名簿づくり等）） 
□ 居住スペースへの誘導と割り振り 
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自主防災組織 区・支所 

区・支所災害 
対策本部設置 

体制確保 

市民 気象情報 
タイムライン 

避難準備・避難指示等～指定緊急避難場所開設・運営・撤収の流れ 
 （水害･土砂災害の場合） 

準備期 
（台風接近時等） 

警戒レベル 

2 
気象注意報 

の発表 
警戒レベル 

3 相当 
気象警報 
の発表 

警戒レベル 

3 
高齢者等避難 

の発令 

警戒レベル 

4 
避難指示 
の発令 
※１ 

避難情報 
の解除 

京都市 

区役所と自主防災組織等 
による連携した 

指定緊急避難場所の開設 

解除基準 
を満たした場合 

避難情報の 
解除の発令 

避難行動 
の解除 

指定緊急避難場所 
の閉鎖 

必要に応じて 
指定避難所へ切替 

緊急指定避難場所運営 
 

避難指示の受信 

避難開始 

発令判断基準 
を満たした場合 

発令予告 

開設の確認 

高齢者等避難 
の発令 

避難行動 
要支援者 
避難開始 

避難行動要支援者 
への 

避難呼びかけ 
避難支援 

高齢者等避難の受信 

避難情報の解除の受信 

地域に対して 
警戒呼びかけ  

  
（天候に応じて） 
指定緊急避難場所 

の開設準備 

避難に備えた 
非常時持ち出し品

の準備 
マイ･タイムライン等 
防災行動計画 

等の確認    
（要配慮者は） 
避難の準備、 

個別避難計画等
の確認 

京都市災害 
対策本部設置 

情報収集･伝達 気象情報等の確認 

避難行動要支援者 
への 

避難呼びかけ 
避難支援 

開錠・受入準備 
※いのちを守るた

めに受入れ優先 

受付開始 
(避難者数把握（名簿づくり等）) 

発令判断基準 
を満たした場合 

避難指示 
の発令 

本来機能の早期回復 

学校再開へ 
（併存の可能性あり） 

※1 警戒レベル 4 で全員必ず避難（警戒レベル 5＝緊急安全確保） 
※2 そのほか、親戚や知人宅等への分散避難や、近隣の安全な場所での身の安全の確保等、その場その時の状況

での安全な「避難行動」も検討しましょう 

警戒レベル 

5 
緊急安全確保 

の発令 
直ちに 

安全な場所で 
命を守る行動 

発令判断基準 
を満たした場合 
緊急安全確保 

の発令 

京都市災害 
警戒本部設置 

※２ 

※２ 




